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編 集 後 記

来年度に於 て群馬,徳 島,長 崎,熊 本の諸大学に泌尿器科講座 の新設 が報ぜ られ てい る.こ れ

は我 々が 日頃か ら要望 している ところで あつ て,斯 学のためにま ことに喜 こぼ しい.

◇

Dr.D.1.Robertsは,本 註掲載論文 の欧交抄録をBritishJournalofUrologyに 抜葦 し

てい られるが,そ の人か ら,「 もつ と正確 な英 文で書 かれた ら,論 文 の価値が更に増す」 との手

紙を受け とつ た.御 寄稿の諸家にはなるべ くそのよ うにお願 いしたい,

◇

日本学術会議医療制度特別 委員 会 と云 うのが ある.ま た大学教授医制刷新連盟 と云 うのがある.

最近,前 者が後者 に対 して現行医療制度(健 康保 険制度)に つ いて諮問を行い,こ れに対 して後

者か ら前者へ答申が行われ,そ れ に関す る記事が,日 本 医事新報,9月3日 号に載つ てい る.現

行健保 制度 の種 々の欠点を挙げ,そ の対 策を述べ てあ り,概 してもつ ともな論旨であるが,唯 一

点に就 て検討 してみたい.そ れば,「 医療 の制限を廃止す るか或は制 限診療 である事を認めるべ

きで,そ の際にもし経済が これを許 さない時は,一 定の給付以上は患 老個人 の負担 とすべ く,研

究的医療 に対 しても同様である」 と主張 してい る点であ る.こ れは一種の差額徴収であ る.制 限

廃止は理論 的には結構であ る.そ れが実行不可能 ならば差額徴収 もわ るくはない.然 しその負担

を患 者個人にかけ るのは どうであろ うか.患 者には金持 も貧乏人 もある.金 持は充分な診療 を受

けるためには 自己負担 もい とわ ないが,貧 乏人はそ うはゆかない.貧 乏人 は助か るべ き命 も助か

らぬ場合が ある事にな り,こ れは重大な事である.ま た研究 的医療 にても制 限以上は患者個人の

負担 とす るな らば,金 持には充分の検査が出来 るが,貧 乏人 には出来 ない事にな る.例 えば金持

にはX線 写真が何枚で も撮 れるが,貧 乏人は一枚 で卒抱 せね ばな らぬ事 になる.そ れで一定の制

限と差額徴収は止むを得ないと しても,そ れは個人が負担せず に,公 費で まかな うべきものであ

ると思 う(昭 和35年9月)

購 読 要 項

1,発 行は毎月(年12回)と す る.年 間購読者を以 て会員 とす る.

2.会 員は年間料金1,000円 を前納す る.1冊 料金100円,払 込み は振替 口座番号京都4772番

泌尿器科紀要編集部,或 は第一銀行百万遍支店.

3。 入会 申込みは氏名(フ リガナ),住 所(雑 誌郵送先),勤 務先,職 地位,自 宅 開業の別,

送金方法を御記 入の上編集部宛.
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1.原 稿の種 類は綜説,原 著,臨 床報 告,そ の他.寄 稿者は年間購読者に限 る.

2.原 稿の長 さは制 限 しな いが簡潔にす る.

3.原 稿は横書き,当 用漢字,平 仮 名,新 仮名使いを用い,片 仮名には括孤 を要 しない.400

字詰原稿用紙 を用いること.附 表,附 図 はなるべ く欧文にす ること.

4.文 献の書式は次 の如 くす る.著 者 名:誌 名,巻 数:頁 数,年 次.

例.中 野;泌 尿紀要,1:110,昭30.Lazarus,J.A.J.Uro1.,45:527,1941.

5・300語 以内の欧文抄録を記 し,之 には欧 文の標題 ,所 属機関名,ロ ーマ字著老 名を附け,

な るべ くタイプライターを用いるこ と.希 望の場合は当編集部 にて蘇 訳 します.抄 録用の原稿を

送 ること.醗 訳の実費は申受 く

6・ 掲載料は4頁 迄毎頁500円,そ れ 以上 の頁,ア ー ト頁,図 表,写 真は実費を申受け る.別

冊20部 を無料贈呈,そ れ以上 は実費 を徴収す る.こ の場合には予め希望部数 を申込 むこと.特 別

掲載 も考慮する.

7.校 正は初校 のみ著者校正 とし,再 校 以降は編集者が行 う、
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